
トラックGメンに関するオンライン説明会Vol.5
（4/30（火）10:00、15:00）

大阪運輸支局では、荷主企業・元請事業者・トラック事業者等向け
に、トラックGメンの業務や、活動状況等について、定期的にオンラ
インで説明会を実施することとしています。是非、周りの方もお誘い
のうえ、ご参加ください。

●日時：令和６年4月30日（火曜日）※午前・午後ともに同じ内容です。

【午前の部】10:00～11:30（終了時間は予定）※入退室自由です

【午後の部】15:00～16:30（終了時間は予定）※入退室自由です

●内容：
①前回までのアンケート結果の紹介
②最近のトピック
③「物流の2024年問題」について
④トラックGメンについて
⑤「物流の2024年問題」に関する政策等の動き 等

●オンライン説明会のリンク：
（Microsoft Teamsを使用）

• 申込みは必要ありませんので、上記の「こちらをクリック」を押してご参加ください。
• 互いの参加者名が見えますので、匿名で参加される場合には、上記の「こちらをクリック」

に埋め込まれたリンクをコピーして、Microsoft EdgeまたはGoogle Chrome のwebブラウ
ザからゲストとして参加してください。

• 会議システムの参加上限に達した場合には、参加できませんのであらかじめご了承ください。
• 通信に係る費用は参加者様のご負担となります。
• 説明会終了後、よろしければ以下のリンクからアンケートへの回答をお願いします。
アンケートフォームのリンク：https://forms.office.com/r/bVgdMVgQ0x

【参考】
・国土交通省HP トラックGメンポータルサイト：https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000116.html
・国土交通省HP 意見等の募集窓口（目安箱）：https://www.mlit.go.jp/jidosha/yusou-jittai/index.html
・近畿運輸局HP 持続可能な物流をめざして： https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/00001_01976.html

【お問い合わせ先】
近畿運輸局 大阪運輸支局 輸送部門
電話：072-822-6733

（大阪運輸支局HP）

説明会は終了しました。

https://forms.office.com/r/bVgdMVgQ0x
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000116.html
https://www.mlit.go.jp/jidosha/yusou-jittai/index.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/00001_01976.html
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アンケートで頂いたお声

「物流の2024年問題」の解決のため必要な対策・施策等について
（貴社にて既に行っている取組等あればそちらもご記入ください）

・バース管理システム等（トラック事業者）
・バ－ス管理システムの導入（その他）
・バ－ス受付予約システムの導入検討中（発荷主事業者）

・国として運送会社全体の賃金アップを図るための法改正。「冬季運賃プラス
10％」「サーチャージプラス10％」など、冬タイヤ装着で燃費は、エコタイヤ
に比べ0.5㎞/ℓダウンし組み換え工賃もすべての負担は、トラック事業者。安
全運行と労働環境を良くする為に、荷主との契約に冬季運賃設定。燃料の高騰
の負担は、すべてトラック事業者の100％負担です。これではドライバーさん
の給料アップは益々できない状況。国の指導としてサーチャージの推奨を元受
け荷主に働き掛けて欲しい。（トラック事業者）

・拘束時間等管理について（トラック事業者）
・数年前から拘束時間を抑える取組を進めている。（トラック事業者）
・拘束時間削減のため200ｋｍを超える車中泊を伴う運行からの撤退
（トラック事業者）

・積込み時間の管理・短縮（発荷主事業者）
・荷主との価格交渉、物流効率化の打合せ（元請事業者）



アンケートで頂いたお声

説明会で触れて欲しい話題・事項等について

・働きかけ、要請、勧告公表後の各社の取組の内容（トラック事業者）
・平常月は、何も問題ないのですが年末年始繁忙期になると大きく拘束時間が伸び
る事象にどう対応すべきか？元受け荷主様都合による「積込時間が伸びる」「荷
待ち待機時間が増える」（トラック事業者）
・荷主に理解させる方法、手段など。（その他）
・より具体的な料金収受に対する取組、商習慣（従来から料金がパッケージ）から
の脱出方法（トラック事業者）
・実現可能性は置いておいて、検討されている国の施策など（トラック事業者）
・特定事業者及び多重下請け防止について具体的な定義の説明
（トラック事業者）
・３ＰＬ業者の取り組み方法（発荷主事業者）
・附帯作業の費用の収受について 発荷主と着荷主の感じ方が違うので理解できる
のか（元請事業者）

・倉庫の立場からの話題、推進する活動等について触れて欲しい。（発荷主事業
者）



国土交通省HP：https://www.mlit.go.jp/common/001170940.pdf

https://www.mlit.go.jp/common/001170940.pdf


1.最近のトピックなど



2024年3月「価格交渉促進月間」フォローアップ調
査へのご協力のお願い【中小企業庁】（R6.4.18）

• 毎年３月と９月の「価格交渉促進月間」の終了後に、中小企業の皆様を対象に、価格交
渉・価格転嫁の実施状況を把握することを目的として実施するものです。

• 皆様の積極的なご回答の１つ１つが、価格転嫁の実現に向けた大きな一歩になりますので
以下の調査依頼ハガキを受領された方は、ぜひ、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

中小企業庁HP：https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html


価格交渉月間（3月・9月）について【中小企業庁】
•エネルギー価格や原材料費、労務費などが上昇する中、中小企業が適切に価格転嫁をしやすい
環境を作るため、2021年9月より、毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」と設定
•この「月間」において、価格交渉・価格転嫁を促進するため、広報や講習会、業界団体を通じ
た価格転嫁の要請等を実施
•また、各「月間」終了後には、多数の中小企業に対して、主な取引先との価格交渉・価格転嫁
の状況についてのフォローアップ調査を実施し、価格転嫁率や業界ごとの結果、順位付け等の
結果をとりまとめるとともに、状況の芳しくない親事業者に対しては下請中小企業振興法に基
づき、大臣名での指導・助言を実施

相談窓口 URL

よろず支援拠点
国が47都道府県に設置した
中小企業向けの経営相談窓口
価格転嫁に役立つ原価計算も支援

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/roumuhi/madoguchi.pdf

下請かけこみ寺
国が全国48ヵ所に
設置した下請取引の相談窓口

https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/pdf/kakekomi_chirashi_R5.pdf

公正取引委員会の窓口
取引先から受ける
不当なしわ寄せについて
相談や通報の受付け

https://www.jftc.go.jp/soudan/soudan/shitauke.html

都道府県の
中小企業支援センター

経営相談窓口
https://www.chusho.meti.go.jp/soudan/todou_sien.html

各地域の
商工会の経営相談窓口

https://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754

各地域の
商工会議所の経営相談窓口

https://www5.cin.or.jp/ccilist

（参考）
中小企業庁HP「価格交渉促進月間の実施とフォローアップ調査結果」：https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html
中小企業庁「ここから始める価格交渉」：https://tekitorisupport.go.jp/assets/pdf/topics/gekkan/20240301/pamphlet_a4_20240129.pdf

中小企業庁「ここから始める価格交渉」より作成

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/roumuhi/madoguchi.pdf
https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/pdf/kakekomi_chirashi_R5.pdf
https://www.jftc.go.jp/soudan/soudan/shitauke.html
https://www.chusho.meti.go.jp/soudan/todou_sien.html
https://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754
https://www5.cin.or.jp/ccilist
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html
https://tekitorisupport.go.jp/assets/pdf/topics/gekkan/20240301/pamphlet_a4_20240129.pdf


「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する
意見の募集について【警察庁】（R6.4.18）

• トラックやバスのＡＴ車の普及が進んでいる状況や職業ドライバー不足等の近
年の状況を踏まえ、大型免許等にＡＴ免許を導入するとともに、技能試験、技
能教習及び技能検定（以下「技能試験等」という。）の方法等の見直しを行う
ため、道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）及び指定自動車教習所
等の教習の基準の細目に関する規則（平成10年国家公安委員会規則第13号）の
改正案を一般に公表し、意見を募集するもの。

警察庁HP：https://www.npa.go.jp/news/release/20240418.html

○期間
令和６年４月19日（金）から令和６年５月18日（土）まで（30日間）
パブリックコメント：https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240010&Mode=0

○内容
• 大型免許、中型免許及び準中型免許（これらの仮免許含む。）並びに大型第二種免許及び
中型第二種免許にＡＴ免許を導入する。

• 技能試験等は全てＡＴ車を用いて行い、ＭＴ免許のクラッチ・ギア操作に係る項目のみ、
ＭＴ普通車で行う。

• 中型第二種免許の試験車両規格をマイクロバスのサイズに見直す。
• その他所要の改正を行う。

https://www.npa.go.jp/news/release/20240418.html
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240010&Mode=0
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第１7回トラック輸送における取引環境・労働時間改善大阪府地方協議会「資料10 今後の取組について」より抜粋
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近畿運輸局HP：https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000323271.pdf

https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000323271.pdf






倉庫事業者・貨物利用運送事業者向け相談窓口の設置について
（R6.4.15）

国土交通省HP：https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000772.html

• 政府としては、物流の持続的成長に向けて、「我が国の物流の革新に関する関
係閣僚会議」において政策パッケージをとりまとめ、2024年4月以降、我が国
の物流に支障が生じないよう環境整備に取り組んでいるところです。

• また、令和５年11月29日、内閣官房及び公正取引委員会において、「労務費の
適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が策定されました。本指針は、労
務費の転嫁に係る価格交渉について、「発注者」及び「受注者」それぞれが採
るべき行動／求められる行動を12の行動指針として取りまとめたものとなって
います。

• こうした状況を踏まえ、国土交通省では、新たに倉庫事業者・貨物利用運送事
業者向け相談窓口を設置しますので、幅広くご相談をお寄せください。

〇相談窓口
下記のメールアドレス宛に価格転嫁や価格交渉等に関するご相談をご連絡ください。

hqt-souko_riyou@gxb.mlit.go.jp 

https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000772.html


物流「よろず御意見窓口」の設置について（R6.3.22）

国土交通省HP：https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000764.html

• 物流の持続的成長に向けて、「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」において政策
パッケージをとりまとめ、関係省庁で連携して取り組んでいるところですが、2024年4月
以降、我が国の物流に支障が生じないよう、政府一丸となった取組をより一層加速化させ
ることが重要です。

• そこで、個別の現場で起きている困りごとについて、一元的に御意見を受け付け、関係省
庁と共有するための「よろず御意見窓口」を設置し、連携して物流の課題に対応するため
の体制を構築します。

• 国土交通省としては関係省庁や関係業界と緊密に連携しながら、物流の課題に対してス
ピード感を持って取り組んでいくことで，物流の停滞が生じないように、さらには物流産
業が魅力あるものとなることを目指していきます。

〇御意見窓口
下記のメールアドレスに物流に関するご意見等をご連絡ください。

hqt-butsuryu2024@gxb.mlit.go.jp

○関係省庁 ※上記のメールアドレスにご連絡いただくと、下記の関係省庁に共有されます。
警察庁交通局交通規制課
消費者庁消費者政策課
厚生労働省労働基準局労働条件政策課、監督課
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課
経済産業省商務・サービスグループ物流企画室
国土交通省物流・自動車局物流政策課
環境省水・大気環境局モビリティ環境対策課

https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000764.html


まるっと減らそう、再配達！！
～４月は「再配達削減 PR 月間」！受け取りは１回で！～

(R6.3.22)

○呼びかける内容
・時間帯指定の活用（ゆとりある日時指定）
・各事業者の提供しているアプリ等の活用
・コンビニ受取や置き配など、多様な受取方法の活用
・発送時に送付先の在宅時間を確認 など

国土交通省HP：https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000763.html

https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000763.html


第17回トラック輸送における取引環境・労働時間改善大阪府地方協議会「資料6 大阪運輸支局の取組について」より抜粋







消費者庁公表資料

消費者庁HP：https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/other/free_shipping/index.html

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/other/free_shipping/index.html


第1回 「物流革新に向けたデジタル式運行記録計の普及促進に関
する検討会」の開催について（R6.2.28）

•「物流革新に向けた政策パッケージ」において、「トラック事業者の運行管理の高度化により輸送の安全確
保を図るため、デジタル式運行記録計（以下「デジタコ」という。）について、将来的な義務づけも視野に
入れつつ強力な普及促進を図る」とされており、「「2024 年問題」による物流の停滞を回避するためには、
ＤＸ等による物流の効率化・生産性向上を図る」観点からもデジタコの活用が重要であり、このような状況
を踏まえ、「物流革新に向けたデジタル式運行記録計の普及促進に関する検討会」を設置し、トラックにお
けるデジタコの強力な普及促進を図るための方策を検討するため、令和6年2月28日（水）、第１回会議が
行われました。

国土交通省HP：https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000160.html

出典：国土交通省「物流革新に向けたデジタル式運行記録計の普及促進に関する検討会について」より抜粋

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000160.html


出典：国土交通省「中小トラック運送業のためのITツール活用ガイドブック」より抜粋

デジタル式運行記録計（デジタルタコグラフ） とは
• デジタルタコグラフ（以下デジタコ）は、時間、距離、速度の記録に加え、エンジン回転
数、アイドリング時間などのデータも記録できる車載機器

• 旧来のアナログ式タコグラフでは、円形チャート紙に直接針で記録していますが、デジタ
コは、記録した運行データをメモリーカードや通信により取得し、パソコン等にも記録で
きるとともに、そのデータ解析が瞬時にできるのが特徴

• これにより、どのような運転ぶりであったのかを把握することが容易になったとともに、
運行記録が自動出力できるため、管理業務の効率化も実現



国土交通省HP：https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000099.html

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000099.html


内閣官房HP：https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/index.html

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/index.html




第3回 貨物軽自動車運送事業適正化協議会の開催（R5.12.26）

• 近年、EC（電子商取引）市場の拡大により、軽自動車による運送需要が拡大しているとこ
ろ、平成28年から令和４年にかけて、保有台数１万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重
傷事故件数は約５割増加している状況。

• 加えて、令和５年６月に関係閣僚会議でとりまとめられた「物流革新に向けた政策パッ
ケージ」において「軽トラック事業の適正運営や安全確保」が位置づけられているところ、
貨物軽自動車運送事業者に対する新たな安全対策や貨物軽自動車運送事業を巡る現状等に
ついて意見交換を実施。

【物流革新に向けた政策パッケージ】（抄）
（２）物流の効率化
⑫ 軽トラック事業の適正運営や安全確保【国交省】
軽トラックの事故が増加し輸送の安全確保が急務となっていること、また、トラック運送業の働き方改

革を進める中で適正な競争条件を確保する必要があることを踏まえ、軽トラック運送業における安全対策
を強化する。同時に、軽トラック事業者が遵守すべき輸送の安全や労働時間に係る法令等について、当該
事業者に運送を依頼する荷主企業・元請事業者等を通じて、周知・徹底を図る。
また、個人事業主である軽トラック事業者のドライバーの輸送の安全を確保するため、軽トラック事業

者のドライバーが車両の法定点検や故障等の際に、安全や損害賠償の支払に必要な措置を講じた上で、個
人事業主間で車両の共同使用を 認める新たな制度について具体化する。
さらに、軽トラック事業の適正運営等のため、軽トラック事業者を利用して運送する事業者による取組

みに関し必要な措置を講じる。

国土交通省HP：https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000154.html

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000154.html






物流の適正化・生産性向上に関する「自主行動計画」の公表

• 令和5年6月に決定された「物流革新に向けた政策パッケージ」では、2024年度
には輸送力が14％（トラックドライバー14万人相当）不足する可能性があるこ
とを踏まえ、規制的措置の導入を前提として、業種・分野別に、物流の適正化・
生産性向上に関する「自主行動計画」を作成し、政府においても年内目途にそれ
らを公表することとされている。

内閣官房HP：https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/jisyukoudoukeikaku.html

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/jisyukoudoukeikaku.html


厚生労働省



「農林水産品・食品物流問題相談窓口」の設置について（農林水産省）

• 農林水産省は、令和5年12月27日(水)に、農林水産省の各品目・業界担当部署
が参画する「農林水産省物流対策本部」（本部長：農林水産大臣）を設置し、
第1回会合を開催するほか、同日に「農林水産品・食品物流問題相談窓口」を本
省及び地方農政局に設置

令和5年12月27日(水)に、物流上の課題や不安を抱えている事業者等の皆様からの相談を受け付ける「農
林水産品・食品物流問題相談窓口」を本省及び地方農政局等に設置します。
皆様から状況をお伺いし、必要な場合には当省関係部局の職員等の現地派遣を行って、対応方策の御提案
等をいたしますので、お気軽に御相談ください。

農林水産省HPより抜粋：https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/ryutu/231226.html

※相談内容の例
・「物流2024年問題」は知っているが、具体的にどのような影響があるのか分からず、不安。
・物流確保に向けた検討を始めたいが、現状を踏まえ、具体的にどのような対策が考えられるのか、助言が欲しい。
・他の地域、事業者の取組状況を知りたい。
・パレット化、モーダルシフト、中継輸送など物流改善に活用できる補助事業を知りたい。

https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/ryutu/231226.html




適正な事業が行われていない可能性が高いトラック事業者への対応強化



『各関係機関の取組内容を集約、周知・発信』の取組について
⚫ 「２０２４年問題を含む、物流業界が抱える課題や課題解決のための各関係機関(※)の取組」をとりまとめて、主に荷主企業やトラッ
ク事業者に対して、行政機関及び 大阪府トラック協会が持つ周知ツール（メルマガや広報誌など）を用いて定期的に発信
(※) 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所・大阪労働局・近畿農政局 ・近畿経済産業局・近畿運輸局

令和6年1月 Vol.4

近畿運輸局HPにも掲載（https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/00001_01976.html）

令和6年3月 Vol.5

https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/00001_01976.html


（正式名称：「運転者職場環境良好度認証制度」）

➢ 認証実施団体の「一般財団法人日本海事協会（Ｃｌａｓｓ
NK）」が受付、審査及び認証手続きを実施。

※ 審査料： 55,000円*＋3,300円×営業所数（本社除く）
（＊：インターネットによる電子申請の場合、33,000円に割引。

電子申請による「一つ星」の継続申請の場合、16,500円に割引。）
※ 登録料： 66,000円＋5,500円×営業所数（本社除く）
※ 料金は全て税込。
※ 「三つ星」の審査料・登録料については、制度HP

（https://www.untenshashokuba.jp/）をご参照ください。

⚫ 評価制度の創設により、職場環境改善に向けた各事業者の取組を「見える化」。
⚫ 求職者のイメージ刷新を図り、運転者への就職を促す。また、更なる改善取組を促すことで、より

働きやすい労働環境の実現や安定的な人材の確保を図る。
⚫ 認証を取得した事業者のより高い水準への移行を促すため、これまでの「一つ星」・「二つ星」に

加えて令和５年度から新たに「三つ星」を導入した。

➢ Ａ：法令遵守等、 Ｂ：労働時間・休日、Ｃ：心身の健康、
Ｄ：安心・安定、Ｅ：多様な人材の確保・育成、
Ｆ：自主性・先進性等
の６分野についての取組要件を満たしていること。
※ Ｆは「二つ星」・「三つ星」のみ。「一つ星」では参考点として点数化。
※ 「三つ星」においては、Ｂ、Ｃ、Ｅについて認証項目を追加。

➢ 「三つ星」においては、Ａ～Ｆの認証項目に加え、
働きやすい職場実現のための方針、課題、目標、改善
に向けた行動計画、体制整備などの記載欄を設け、
事業者の改善に向けたPDCAが適切に回っているか
についても審査。

➢ 厚生労働省と連携し、ハローワークにおける求人票への認証マークの
表示や、認証事業者と求職者のマッチング支援を実施。

➢ 求人エージェント等の認定推進機関の協力を得て、「求人サイトに認証
事業者の特集ページの掲載」、「設備改修工事の料金割引」等も実施中。

➢ 令和４年度第２次補正予算による補助金における認証事業者の優遇等
も実施。また、「二つ星」・「三つ星」の認証事業者のうち対面での審査を
行った営業所については、長期間、監査を実施していないことを端緒と
した監査の対象から除外することができる規定の整備も実施予定。

自動車運送事業のための 「働きやすい職場認証制度」 の概要

１．認証の審査要件

２．申請方法

４．スケジュール（令和６年度）

３．認証事業者数 令和５年１２月現在

５．認証取得によるインセンティブ

➢ 「一つ星」・「二つ星」新規・継続
受付期間 ： 令和６年７月１日～９月15日

➢ 「三つ星」新規 受付期間 ： 令和６年４月16日～５月31日

認証マーク

一つ星 二つ星 三つ星

トラック事業者 2,398社（一つ星1,549社、二つ星0,849社）

バス(貸切･乗合)事業者 293社（一つ星0,165社、二つ星0,128社）

タクシー事業者 867社（一つ星0,551社、二つ星0,316社）

合 計 3,558社（一つ星2,265社、二つ星1,293社）

https://www.untenshashokuba.jp/


各認証段階の基本的考え方

一つ星 二つ星 三つ星

導入時期 令和２年度 令和４年度 令和５年度

取得できる
事業者

法令を順守し、労働条件や労
働環境改善に向けた取り組みを
一定程度実施していると認めら
れた事業者

法令順守のみならず、法令を上回る
労働条件や労働環境改善に向けた
取り組みを相当程度実施していると
認められた事業者

法令順守のみならず、法令を上
回る労働条件や労働環境改善に
向けた取り組みを十分に実施して
いると認められた事業者

評価の
対象分野

以下の5分野を評価対象としま
す。
A:法令順守等
B:労働時間・休日
C:心身の健康
D:安心・安定
E:多様な人材の確保・育成

左記の5分野に、「F:自主性・先進
性等」を加えた６分野を評価対象と
します。

左記６分野について従来の参考
項目を加えて項目数を増加する
予定です。加えて、働きやすい職
場実現のための方針、課題、目
標、改善に向けた行動計画、体
制整備などを記述いただき、改善
に向けたPDCAが適切に回って
いることを評価します。

合格基準点
の考え方

必須項目を全て満たすことに加
え、選択必須項目の達成割合
は概ね３割程度としています。

必須項目を全て満たすことに加え、
選択必須項目の達成割合は概ね
６割程度としています。

必須項目を全て満たすことに加え、
選択必須項目の達成割合は概
ね７割程度とします。

対面審査
（巡回チェック）

認証後に、認証事業者から抽
出して実施します（巡回チェッ
ク）。

左記と同様ですが、「一つ星」よりも
高い割合で実施します（巡回チェッ
ク）。

認証前に、申請した全事業者に
実施します（対面審査）。

■一つ星：全事業者に取得していただきたい認証段階
■二つ星：「一つ星」を取得した事業者に目指していただきたい認証段階
■三つ星：「二つ星」を取得し、更に高みを目指す事業者に取得していただきたい認証段階



令和５年12月時点「働きやすい職場認証制度」 認証取得によるインセンティブ

１．ハローワーク（厚生労働省）

２．求人サイト等（認定推進機関*）

4．令和4年度２次補正の補助金（国土交通省）

バス・タクシー関係
⚫二種免許取得支援
予算の範囲内で本認証制度取得事業者を優遇

＊：働きやすい職場認証制度の周知広報、助言指導その他の必要な業務を実施する
機関。認証実施団体の日本海事協会が国土交通省と協議の上、認定。

今後実施予定のインセンティブ現在実施しているインセンティブ

⚫求人票へ認証マークを表示し、働きやすい職場であることを
求職者へ見える化

⚫ ハローワークインターネットサービスにおいて、「働きやすい職場
認証制度」と検索することによる認証事業者の求人検索

⚫認証事業所が取り組んでいる働き方改革の取組等を
求職者にわかりやすく発信するための求人票作成支援

等

求人サイト
⚫ 求人サイト上で本認証取得事業者の特集ページを掲載
⚫ 本認証取得事業者に絞った検索への対応
⚫ 特別価格による求人掲載

損害保険
⚫ 労災上乗せ保険の保険料の割引

設備改修工事
⚫ ⽔廻り関連改修や設備改修⼯事の料⾦割引

等

３．監査（国土交通省）

⚫ 「二つ星」・「三つ星」の認証事業者のうち対面による審査を
行った営業所については、長期間、監査を実施していないこと
を端緒とした監査の対象から除外することができる規定を整備

トラック関係
⚫テールゲートリフター導入支援
申請件数が予算額を超えて抽選を実施する場合、
本認証制度取得事業者等を優遇

⚫予約受付システム等支援及び大型等免許取得支援
本認証制度取得事業者等が申請対象（予定）

※今後、更に追加予定

（参考）令和４年度までの認証事業者を対象としたインセンティブ



2.「標準的な運賃」等について



新たなトラックの標準的運賃を告示しました
～ 運賃水準を８％引き上げるとともに、荷役の対価等を新たに加算 ～

(R6.3.22)

国土交通省HP：https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000294.html

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000294.html














国土交通省HP：https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000118.html

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000118.html






第17回トラック輸送における取引環境・労働時間改善大阪府地方協議会「資料3 近畿経済産業局の取組について」より抜粋



「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の公表（R5.11.29）

• 昨今の急激な物価上昇を乗り越え、持続的な構造的賃上げを実現するためには、特に我が国の雇用の
７割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが重要。

• その一環として、 内閣官房及び公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関
する指針」を策定。

• 労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針。発注者及び受注者が採
るべき行動／求められる行動を１２の行動指針として取りまとめ、それぞれに「労務費の適切な転嫁
に向けた取組事例」、「留意すべき点」などを記載。

発注者として採るべき行動／求められる行動

【行動①：本社（経営トップ）の関与】

【行動②：発注者側からの定期的な協議の実施】

【行動③：説明・資料を求める場合は公表資料とすること】

【行動④：サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと】

【行動⑤：要請があれば協議のテーブルにつくこと】

【行動⑥：必要に応じ考え方を提案すること】

受注者として採るべき行動／求められる行動

【行動①：相談窓口の活用】

【行動②：根拠とする資料】

【行動③：値上げ要請のタイミング】

【行動④：発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示】

発注者・受注者の双方が採るべき行動／求められる行動

【行動①：定期的なコミュニケーション】

【行動②：交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管】

発注者が労務費上昇の理由の説明や根拠資料を求める場合や、受注者が労務費
の上昇傾向を示す根拠資料（公表資料）の例として、『一般貨物自動車運送事
業に係る標準的な運賃』が挙げられている。

公正取引委員会HP：https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html


第１7回トラック輸送における取引環境・労働時間改善大阪府地方協議会「資料2 公正取引委員会の取組」より抜粋



第１7回トラック輸送における取引環境・労働時間改善大阪府地方協議会「資料2 公正取引委員会の取組」より抜粋



標準貨物自動車運送約款等の改正（令和6年6月1日施行）

1.荷待ち・荷役作業等の運送以外のサービスの内容の明確化等

2.運賃・料金、附帯業務等を記載した書面の交付

3.利用運送を行う場合における実運送事業者の商号・名称等の荷送人への通知等

4.中止手数料等の金額等の見直し

5.運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化

国土交通省HP（改正後の約款はこちら）：https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000009.html

近畿運輸局HP「標準的な運賃及び標準運送約款等について」：https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/00001_02840.html

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000009.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/00001_02840.html


3.「物流の2024年問題」について



・2024年4月から
時間外労働の960時間上限規制と改正改善基準告示が
トラックドライバーへ適用されます。

・労働環境改善が期待される一方、労働時間が短くなる
ことで輸送能力が不足し、「モノが運べなくなる」可
能性が懸念されています。→物流の2024年問題

・「物流の2024年問題」の解決には、
トラック事業者のほか、荷主企業・物流事業者等の
物流に関係する全ての関係者の取組が必要となります。

「物流の2024年問題」とは



「物流の2024年問題」による物流への影響

• 労働時間削減のために具体的な対応を行わなかった場合、2024年
度には輸送能力の14.2％（4億トン相当）が不足することが懸念
されており、さらに、2030年度には、輸送能力の34.1％（9.4億
トン相当）不足する可能性があると試算されています。

出典：持続可能な物流の実現に向けた検討会最終取りまとめ（2023年8月）より抜粋



トラック輸送の担い手数の推移

• トラックドライバーについては、労働環境（労働時間、業務負荷
等）から人材確保が容易ではなく、全産業に比して、平均年齢が
３～６歳高い

出典：第1回持続可能な物流の実現に向けた検討会（令和4年9月2日開催）より抜粋



脳・心臓疾患の労災請求件数・支給決定件数

• 道路貨物運送業は、脳・心臓疾患による労災請求件数、支給決定
件数ともに、全業種のうち最も多い（令和4年度）

133件

（38件）

88件

（27件）

47件

（20件）

請求件数（上位3業種）

道路貨物運送業 その他の事業サービス業 総合工事業

（ ）内は死亡の件数で、内数である

50件

（19件）
18件

（8件）

14件

（2件）

支給決定件数（上位3業種）

道路貨物運送業 総合工事業 飲食店

（ ）内は死亡の件数で、内数である

出典：厚生労働省『令和4年度「過労死等の労災補償状況」』より大阪運輸支局輸送部門で作成



• 長時間労働・健康障害リスクなど、
トラックドライバーの労働環境を改善しないと
将来のなり手がいなくなる。

• 労働環境改善のためには、
荷待ち時間の削減など商慣行の見直しが必要。

• 商慣行の見直しを実現するためには、
荷主企業、物流事業者の双方における
取組が必要。

• 商慣行の見直しのための施策の一つとして、
トラックGメンの設置が位置づけ。



改善基準告示のリーフレット

➢ 近畿運輸局公式YouTubeチャンネルに、「改善基準告示の改正に係る説明会」（令和５年９月７日京
都労働局・京都運輸支局開催）の動画がアップロードされております。こちらも参考にしてください。
※通信に係る費用はご視聴様のご負担となります。



4.トラックGメンについて



トラックGメンとは

「物流の2024年問題」の解決を目指すため、
国土交通省に創設された専門部隊

※トラック運送事業者を取り締まる存在ではありません。
また、監査業務とも別のものです。

・トラック事業者を対象にした積極的な情報収集
（プッシュ型情報収集）

・貨物自動車運送事業法に基づき、発荷主・着荷主
元請事業者に対して「働きかけ」「要請」等





① 荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減
（荷待ち、荷役時間の削減等）に向けた規制的
措置等の導入

② 納品期限（3分の1ルール、短いリードタイム）、
物流コスト込み取引価格等の見直し

③ 物流産業における多重下請構造の是正に向け
た規制的措置等の導入

④ 荷主・元請の監視の強化、結果の公表、継続
的なフォロー及びそのための体制強化
（トラックGメン（仮称））

⑤ 物流の担い手の賃⾦⽔準向上等に向けた適正運賃
収受・価格転嫁円滑化等の取組み

⑥ トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底

１．具体的な施策 （１）商慣行の見直し

出典：トラック輸送状況の実態調査(R2)

荷待ち・荷役
3時間超

● 物流の適正化・生産性向上を図るため、荷主企業、物流事業者（運送・倉庫等）の双方において
非効率な商慣行を見直す。

荷待ちがある1運行の平均拘束時間と内訳





プッシュ型情報収集とは

① トラック事業者に対する訪問調査や電話聴取による
積極的な情報収集

② 違反原因行為をしている疑いのある荷主の支店や荷
捌き場周辺などへのパトロール（現場の状況確認）

③ 荷主の違反原因行為を投稿してきたトラック事業者
へのフォローアップ調査

※上記のほか、大阪運輸支局では大阪トラックステーションにおいて、
トラックドライバーへ「トラックGメン制度」の周知（チラシ配布）を
行う等独自活動も実施しています。



違反原因行為とは

トラック事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為

契約にない附帯業務の依頼無理な到着時間の設定恒常的に長い荷待ち時間

過積載になるような依頼 大型台風や豪雨・豪雪日の配送 適正取引における運賃・料金等の不当な据え置き



トラック事業者向け周知用チラシ
（表） （裏）

大阪運輸支局ホームページからダウンロードできます（https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/osaka/）

https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/osaka/


国土交通省意見募集窓口（目安箱）

「目安箱」について
国土交通省では、長時間の荷待ち、契約にない附帯業務の強要などの違反原因行為を行ってい
るおそれのある荷主情報を、インターネットなども活用して、積極的に収集しています。

↑のQRコードから
入力フォームにアク
セスできます。



「働きかけ」等について

⚫ 「違反原因行為」（トラック事業者の法令違反の原因となるおそれのあ
る行為）をしている疑いのある荷主に対して、関係省庁と連携して、ト
ラック事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であること
について理解を求める「働きかけ」を実施

⚫ 荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場
合等には、「要請」や「勧告・公表」を実施

⚫ トラック事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いのある場合
には、「公正取引委員会に通知」

働きかけ 要請 勧告・公表

勧告・公表

要請してもなお改善
されない場合

働きかけ 要 請

違反原因行為を荷主がしている
疑いがあると認められる場合

荷主が違反原因行為をしていること
を疑う相当な理由がある場合

※ 荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合は､公正取引委員会へ通知

※「働きかけ」等は、荷主の本社に対して実施





働きかけの実施事例①

○違反原因行為：長時間の荷待ち

(食品物流会社・着荷主) ～東北､近畿､九州運輸局管内

《相談者からの申告内容》

● 午前中指定納品のため､午前中に現地到着するも､荷卸し開始が13時(15時もあり)とは理不尽過ぎる。

● いつ行っても待機時間が長すぎる｡繁忙期には午前7時に受付をして午後8時になってもまだ降ろせず､降ろせ

る見込みもないことから､荷物を持ち帰ったこともあった。

～ これを受けてヒアリングを実施し､事実を確認。⇒以下の対策を着荷主側が実施。

○ 一部運用にとどまっていた「トラック予約システム」を全車両に拡大

○ 入庫作業バースの拡張と荷卸し時間の拡大（荷卸し開始時間を1時間前倒し）

(製紙卸会社・発荷主) ～東北､中国運輸局管内

《相談者からの申告内容》

● 朝に受付しても､伝票発行が早くて15時。遅い時では18時の場合もあり。

● 配送先決定､伝票発行が遅いため､積込み開始も遅くなり､5時間以上の待機が発生。

～ これを受けてヒアリングを実施し､事実を確認。⇒以下の対策を発荷主側が実施。

○ 積込み用バースの見直し(増加)を実施

○ 場外倉庫に積荷のバーコードの読み込みシステムを導入(工場へ戻る時間の削減に寄与)

○ 新たな倉庫建設による横持ち移動時間の削減も検討



働きかけの実施事例②

○違反原因行為：長時間の荷待ち

(運送事業者・元請) ～中部運輸局管内 〈R4,8月追記〉

《相談者からの申告内容》

● 日曜祭日以外は､3時間以上待たされる。夕方18時に到着して荷卸しは早くて21時。

● 荷卸しの受付をして､毎回6～8時間待たされる｡2件目の卸し時間に間に合わせるために途中休憩が取れない｡

～ これを受けてヒアリングを実施し､事実を確認。⇒以下の対策を元請側が実施。

○ 専用バースの確保､荷受･仕分要員の配置､到着時間の設定(17:00の定着化)の対策を実施した結果､

平均滞在時間が「30分未満」まで大幅改善

(運送事業者・元請､鉄鋼品取扱会社・発荷主) ～中国運輸局管内 〈R4,8月追記〉

《相談者からの申告内容》

● 待機することが当たり前の状態であり､荷主等もそれを当たり前のことと思っている節あり。

～ これを受けてヒアリングを実施し､事実を確認。⇒以下の対策を元請・発荷主側が実施。

○ 積込ヤードの厳格管理（空きヤードへの誘導等）､検品作業へのハンディターミナルの全面導入

〇 協力会社､乗務員から率直な意見を吸い上げる『目安箱』の設置､長時間荷待ち是正等に向けた各種

取組を紹介する情報誌の所内掲示､定期的な協力会社ヒアリングの実施による情報共有を早急に実施

〇 ドライバーの入構時間を正確に管理するためのシステム導入に向けた検討をスタート



働きかけの実施事例③

○違反原因行為：長時間の荷待ち

(精密機器製造会社・着荷主) ～関東運輸局管内〈R5,1月追記〉

《相談者からの申告内容》

● 荷卸し受付後､最大４～５時間の待機が結構ある。

● 順番も受付順ではなく地方便が優先となっているが､優先順位の説明もない。

～ これを受けてヒアリングを実施し､事実を確認。⇒以下の対策を着荷主側が実施。

○ 早朝時間帯以外への車両の分散化として一部時間指定を導入する対策を実施

○ 荷卸しレーンを増加(2レーン→３レーンへ)し､荷卸し能力を強化

○ 一部貨物を他の倉庫宛に移し､納入トラック台数を削減する対策を実施

(日用品販売会社・着荷主) ～関東運輸局管内

《相談者からの申告内容》

● 平均５時間は待機させられる。

● 労働環境の悪化が著しく､時間管理もできない。

～ これを受けてヒアリングを実施し､事実を確認。⇒以下の対策を着荷主側が実施。

○ 入庫混雑時間帯の分散や荷受け開始時間の前倒し､仮置きスペースの確保を実施

○ 長時間の荷待ち状況が大幅に改善。これまでの取組の効果を分析し､今後他施設でも実施予定



働きかけの実施事例④

○違反原因行為：過積載運行の要求

(運送事業者・元請) ～中部運輸局管内

《相談者からの申告内容》

● 荷台の天井まで､物理的に積めることができるところまで荷物を積まされる。

～ これを受けてヒアリングを実施し､事実を確認。⇒以下の対策を元請側が実施。

○ 協力会社と調整を図り､一部４ｔ車両から大型車両へ変更

○ 積荷重量を把握できる配車システムを構築し､協力会社と連携し､重量の分散化を実施

○ 同種事案の防止として､社内幹部会議において情報を共有､その後､社内全体へ迅速に情報展開

○違反原因行為：依頼(契約)になかった附帯作業

(食品製造卸会社･真荷主､運送事業者･元請)～関東､近畿､四国､北陸信越運輸局管内

《相談者からの申告内容》

● 積荷の手卸し後､積荷の仕分けとラベル貼りまで､2～3時間かけてやらされるところもある。

● 卸先に仕分作業を止めてもらうよう､会社からお願いしても｢メーカーに相談してくれ｣と言われ､メーカーに

交渉しても､｢前の運送事業者もやっていた｣と一切取り合ってもらえない。

～ これを受けてヒアリングを実施し､事実を確認⇒以下の対策を真荷主・元請側が実施

○ 真荷主及び元請から､附帯作業の撤廃について申入れを実施し､了承



働きかけの実施事例⑤

○違反原因行為：依頼(契約)になかった附帯作業

(運送事業者・元請) ～近畿運輸局管内

《相談者からの申告内容》

● 運送内容を規定する正式な契約書をもらえていない。

● 仕分け作業料､積込料の負担をお願いしているが､支払ってもらえない。

～ これを受けてヒアリングを実施し､事実を確認。⇒以下の対策を元請側が実施。

○ 協力会社と個別に協議を開始。作業範囲､運送料金､作業附帯料金をそれぞれ分けて契約を締結

し､契約内容の「見える化」を実施中（5月中には全ての協力会社と契約締結予定）

○ 契約締結にあたり､チェックシートを用いて各社の法令遵守にかかる状況を再確認するなど､輸送

の安全の確保に対する取組も合わせて措置



働きかけの実施事例⑥

○違反原因行為：拘束時間超過

(食品物流会社・発荷主) ～関東運輸局管内

《相談者からの申告内容》

● 積込み先に到着しても荷揃え作業が終わっておらず､配送全体が遅くなり､拘束時間が守れない。

～ これを受けてヒアリングを実施し､事実を確認。⇒以下の対策を発荷主側が実施。

○ 物流機器(ソータシステム等)を導入し､仕分け作業のスピードアップ化を実施

○ 運送事業者と連携し､小口ロッドの配送を集約配送し､配送車両の削減を検討

○違反原因行為：異常気象時の運行指示

(食品物流会社・発荷主) ～関東運輸局管内

《相談者からの申告内容》

● 大雪警報が発令されているにもかかわらず､配送を依頼された。

～ これを受けてヒアリングを実施し､事実を確認。⇒以下の対策を発荷主側が実施。

○ 災害時の対応マニュアルの見直しを行い､配送先とも連携し､ドライバーの安全を最優先とした対応

を行うことを改めて徹底

○ 予め荒天が予想される場合､運送事業者の判断による運行の中止について､配送先と連携し検討



働きかけの実施事例⑦

○違反原因行為：適正取引における運賃・料金等の不当な据置き

(農産品取扱企業・真荷主) ～九州運輸局管内 〈R4,10月追記〉

《相談者からの申告内容》

● 運賃や燃料サーチャージについて交渉しても､応じてもらえない。

～ これを受けてヒアリングを実施し､事実を確認。⇒以下の対策を真荷主側が実施。

○ 燃料サーチャージについては､全額支払うことで運送事業者と契約締結

○ 運賃については､これまで｢トラッシュの比率分｣を差し引いた積荷料金の支払いであったところ､

トラッシュを含むすべての輸送重量に対して積荷料金を支払うことで合意

(農産品取扱企業・元請) ～東北運輸局管内 〈R4,10月追記〉

《相談者からの申告内容》

● 燃料サーチャージについて交渉しても､なかなか結論を出してもらえない。

～ これを受けてヒアリングを実施し､事実を確認。⇒以下の対策を元請側が実施。

○ 元請と真荷主が速やかに協議し､燃料サーチャージを導入することでスピード決着

〇 運賃についても､関係者間で､価格改定を行うことで合意



要請の実施事例①

○違反原因行為：長時間の荷待ち

(製造業・発荷主) ～中部運輸局管内

〇 令和3年1月に「働きかけ」､令和４年８月に「要請」を実施

《「働きかけ」後の相談者からの申告内容》

● 昼過ぎから待機しているが､夕方１８時ころの積込になるのが常。

● 積込待ちがかなり長くて､お昼に受付しても夜７時になる。

～ 国土交通省において調査を実施し､情報との整合性を確認

〇 発荷主において､改善計画に基づいた各種取組（｢入構時間の指定｣｢出荷口の増設｣｢搬送先付近の

倉庫を『中継地点』として活用」など）を実施した結果､ ｢1時間以上の待機台数比率｣は大幅改善。

引き続き､業界及び客先に対する「オーダーの早期化」への働きかけの強化を継続

(倉庫業・発着荷主) ～関東運輸局管内

〇 令和４年７月に「働きかけ」､令和５年２月に「要請」を実施

《「働きかけ」後の相談者からの申告内容》

● 受付後､2時間半以上荷待ちがあり､現在も待っている。

● 朝8時過ぎに受付したにも関わらず､12時現在も呼ばれない。

〇業務体制として､｢積卸時間(～14:00)｣と｢積込時間(14:00～)｣とを分けており､積卸時間帯には積込

みはできない状況であったところ､体制の変更を含め､改めて改善計画の策定に着手



要請の実施事例②

○違反原因行為：長時間の荷待ち

(製造業・発荷主) ～四国運輸局管内

〇 令和５年5月に「要請」を実施

《相談者からの申告内容》～国土交通省及び関係省庁に対する情報

● 待ち時間が長く､待たされることが多い。

● 午前10時に受付をして､5時間待たされ積込の連絡がきた。

～これを受けてヒアリングを実施し､事実を確認。⇒以下の対策を実施。

○ 在庫管理の見直しによる､積込箇所の削減・集約 ○ 積込時間の指定､明確化

○ パレット輸送の導入拡大､荷役・倉庫人員の増員

○違反原因行為：過積載運行の指示

(運送業・元請) ～関東運輸局管内

《相談者からの申告内容》～関東運輸局管内

● 軽貨物車による飲料水配送において､委託を受けている荷量を運ぶために過積載となっていることを相談した

が､対応してもらえない。（この他､複数の違反原因行為にかかる情報あり）

○ 令和４年１0月､「働きかけ」を実施

《追加申告内容》～近畿運輸局管内

● 過積載とわかっていながらトラックに荷物を積むように強要｡過積載である旨を忠告しても聞いてもらえない｡

○ 令和４年１１月､「要請」を実施

～ 申告内容の事実確認とともに､当該違反原因行為の防止に向けた全社レベルの対策強化について着手



要請の実施事例③

○違反原因行為：無理な配送依頼

(元請) ～関東運輸局管内

《相談者からの申告内容》

● 積込時間が遅いため､「納品日を遅くしてほしい。」と申し入れしても聞いてもらえない。

● 荷渡しが深夜､更に日付が変わってからになる時もある。それでも､納品時間・必着は変えてもらえない。

○ 令和5年5月､「働きかけ」を実施

～ 申告内容の事実確認とともに､改善計画の作成・取組に着手

● 「働きかけ」後も同種の違反原因行為に関する内容が短期間に複数件寄せられる。

○ 令和5年7月､「要請」を実施

～ 改善計画の見直し（取組内容の充実等）と対策のスピードアップに着手。



「要請」事例

番号 違反原因行為 内容 分類 業態 本社所在地
違反原因行為
発生場所

1 長時間の荷待ち
法に基づく働きかけにより、一旦は長時間の荷待ちは改善されたが、その後、同じ工場において
３時間を超える荷待ちが発生していることが疑われたため、令和４年８月に要請を実施

発荷主 製造業 関東 中部

2 長時間の荷待ち
法に基づく働きかけにより、一旦は長時間の荷待ちは解消されたが、別の拠点で３～４時間の荷
待ち発生の情報が寄せられたほか、関係省庁にも同種の情報が寄せられたため、令和５年２月に
要請を実施

発着荷主 運輸業，郵便業 関東 関東

3 長時間の荷待ち
関係省庁から、長時間の荷待ちの改善について指摘を受けていたものの、改善がなされず、その
後も３～６時間の荷待ちが発生していることが疑われたため、令和５年５月に要請を実施

発荷主 製造業 四国 四国

4 長時間の荷待ち
荷待ちに係る情報（到着から荷下ろし開始までに3時間かかったなど）が複数寄せられ、長時間
の荷待ちが発生していることが疑われたため、令和５年９月に要請を実施

元請 運輸業，郵便業 関東 関東

5 長時間の荷待ち
荷待ちに係る情報（数年前から最大７時間に及ぶ荷待ちが発生など）が複数寄せられ、長時間の
荷待ちが発生していることが疑われたため、令和５年９月に要請を実施

発荷主 サービス業 中部 中部

6 長時間の荷待ち
荷待ちに係る情報（3～5時間の荷待ちが恒常的に発生など）が複数寄せられ、長時間の荷待ちが
発生していることが疑われたため、令和５年９月に要請を実施

着荷主 卸売業，小売業 中国 近畿、中国

7 長時間の荷待ち
法に基づく働きかけを行った後、荷待ちに係る情報（数時間～１０時間に及ぶ荷待ちが発生な
ど）が複数寄せられ、長時間の荷待ちが発生していることが疑われたため、令和５年９月に要請
を実施

元請
（荷主子会社）

運輸業，郵便業 関東 中部、中国

8
長時間の荷待ち

契約にない附帯業務

荷待ち等に係る情報（日常的に４、５時間の荷待ち発生やラベル貼りをさせられるなど）が複数
寄せられ、長時間の荷待ち及び契約にない附帯業務が発生していることが疑われたため、令和５
年１０月に要請を実施

発荷主 製造業 近畿 関東

9 無理な配送依頼
法に基づく働きかけにより、改善のための取組に着手したものの、引き続き、無理な配送依頼
（出荷遅れの説明なく、翌日配送を強要するなど）が疑われたため、令和５年７月に要請を実施

元請
（荷主子会社）

運輸業，郵便業 関東 関東

10 過積載運行の指示
法に基づく働きかけにより、改善のための取組に着手した矢先、全社レベルでの安全対策に係る
情報共有が不十分であり、他の拠点でも過積載運行の指示が疑われたため、令和４年１１月に要
請を実施

元請 運輸業，郵便業 関東 近畿



荷主等パトロール（現場の状況確認）

• 長時間の荷待ち等の情報があった物流施設だけではなく、周辺の物流施設も含
め現場の状況確認を実施

• 可能な限り物流施設に立ち寄り、荷主等向けのチラシ（「トラックGメンがパト
ロール中です）等を配布し、トラックGメンの制度等を周知

• 物流施設周辺で待機しているトラックを確認した場合は、状況を記録し情報収
集に活用（滞留車両調査）

パトロールの概要

説明内容

●物流の2024年問題 ●違反原因行為 ●トラックGメン制度 ●働きかけ等制度
●物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン
●標準的な運賃 ●オンライン説明会 等

パトロールで頂いた意見等については、オンライン説明会の場で紹介し国土交通
省の立場や議論の状況等について説明
例）運賃と料金の別建て収受（標準運送約款関係）、運送契約の書面化、パレット標準化推進分科会の議論 等
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荷主等向け周知用チラシ
（表） （裏）



現場確認で頂いたお声
（トラック事業者）
• 積込み、取卸し、附帯作業についてトラックドライバーがサービスでして当たり前という商慣行になっている。運賃と料金

の別建てについて運輸局がもっと周知すべき。
• 納品先への配送について、翌日配送と翌々日配送の食品メーカーが混在している。翌々日配送だと運送の計画を立てやすく

なるので、着荷主の理解を得て、翌々日配送の食品メーカーが増えて欲しい。
• 国土交通省が発出した異常気象時の措置の目安について、荷主企業にも周知して欲しい。

（発荷主（卸売りなど））
• 入出庫依頼にない下請けのトラックが来所することで、受付照合待ちの時間が発生し、結果として待機時間が発生する場合

がある（発荷主企業）。
• 半年ほど前からトラック入荷受付予約システムを導入。導入後、一定以上の待機時間が発生した場合は、卸売り業者、倉庫

作業を担当する業者、運送事業者で原因を確認し対策している。システムが効果的に機能するよう連携して取り組んでいる
（中間流通業者（卸売り））

• 配送の集約化を進めている。通常１日２回配送を行っているが、物量が少ない時期や雪が積もりやすい 地域での配送を１
日１回にしている。着荷主の協力が必要であるので、全体で一丸となって取り組んでいきたい（発荷主企業）。

（物流事業者、倉庫業者）
• 物流施設での荷待ち時間の改善のためには、受発注時間の前倒しとそのルールの徹底が必要ではないか。ただ、緊急の納品

への対応等のサービスレベルが落ちることにはなるので、着荷主の理解や、その先にいる消費者の理解が得られるかが鍵に
なると思う（物流事業者）。

• 予約システム導入のみだけでなく、システムのデータを利用することで荷待ち時間の発生割合等を分析し問題解決に繋げて
いる。自社に関するデータ分析は、2024年問題の解決には必須ではないか（物流事業者）。

• 営業倉庫で入荷量が季節的な要因により増加することがあり、入荷受付時間にトラックが集中しトラックの待機時間が長く
なることがある。長時間の待機について、入構から出構までの待機時間の記録を取り課題ととらえている。事前に入荷情報
を把握するためバース予約システムといったシステムの導入を検討中（倉庫業者）。

（物流事業者、トラック事業者双方）
・ 外装ダメージ品の確認のため待機時間が発生する場合がある。全日本トラック協会の出している梱包のリーフレットが分か

りやすい。また、荷物の種類によっては、外装ダメージ品の条件緩和の議論があっても良いのではないか。
（参考）
公益社団法人全日本トラック協会「「貨物事故削減啓発リーフレット」について」

https://jta.or.jp/member/hikkoshi_member/gaisou_onegai2018.html （2023/12/20確認）

https://jta.or.jp/member/hikkoshi_member/gaisou_onegai2018.html


運送に係る附帯業務の提供

• 運送委託者は、運送受託者の運転手等に依頼し、契約で定められていない業務（発荷主・着荷主の倉庫内
荷役、ピッキング、仕分け、清掃、検査・検収、ラベル貼り等）について、無償で実施させること（契約
外の無償による附帯業務）

• 運送受託者に対し、当該運送受託者に委託した取引とは関係のない貨物の積み下ろし作業をさせること

トラック運送業において問題となる具体的行為類型

関連法規の留意点
○ 物流特殊指定の留意点

物流特殊指定の適用対象となる取引を行う場合、特定荷主が、金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、特定物流事
業者の利益を不当に害することは、物流特殊指定第1項第6号に該当し、独占禁止法に違反するおそれがある。

○ 下請法の留意点
無償の労務提供を強要する行為は、下請法等の適用対象となる取引を行う場合、下請法第４条第２項第３号の「不当な経済上の利益の
提供要請」に該当し、下請法に違反するおそれがある。

○ 貨物自動車運送事業法の留意点
運送契約において、契約に定められていない役務を無償で要求することは、運転手の拘束時間の長時間化を招き、過労運転の原因とな
り、安全運行を阻害する行為になる。この結果、輸送の安全の確保を阻害す ることとなる場合には、貨物自動車運送事業法第22条の2
に違反する おそれがある。また、法附則第1条の2第2項に基づく荷主等への働きかけの対象となりうることや、最終的には「荷主への
勧告」を行うこともあり得る。

求められる取引慣行
○ 運送委託者と運送受託者との取引

運送委託者が運送受託者に対し、附帯業務を依頼する場合は、運送受託者の直接的利益となることを明ら
かにした上で、十分な協議を行ったパートナーシップを結び、運送行為に伴う附帯業務の役割分担と費用
負担に関し、あらかじめ明確に取り決めておくことが求められる。

○ 運送委託者、運送受託者双方が附帯サービスは無償であるという意識を変えていくことが求められる。
○ 現場において運送委託者等から契約外作業の要請があった際には、運送受託者の担当者は管理職に報告し、
双方の管理職同士で合意した上で当該要請について対応することが求められる。

○ 契約にあたっては、作業の範囲、役割分担、費用分担等を明確にし、双方が契約内容を確認した上で書面
にて行うことが求められる。

○ 運送委託者、運送受託者の双方は、定期的な会議を設ける等、実態及びそれに係る問題意識を共有し、双
方で改善策を検討、実施することが求められる。

トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドラインより抜粋



運賃と料金の別建て収受
• 通達により運賃及び料金を定義づけし、標準運送約款の改正により運賃及び料金の区別を明確化しており、
貨物自動車運送事業者は運賃と料金を別建てで収受することとなっている。

【物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン】（抄）
１．発荷主事業者・着荷主事業者に共通する取組事項
（1）実施が必要な事項
⑦運賃と料金の別建て契約
運送契約を締結する場合には、運送の対価である「運賃」と運送以外の役務等の対価である「料金」を別建てで契約することを原則としなけれ

ばならない。

4.物流事業者の取組事項
（1)実施が必要な事項
④運賃と料金の別建て契約
運送契約を締結する場合には、運送の対価である「運賃」と運送以外の役務等の対価である「料金」を別建てで契約することを原則としなけれ

ばならない。



一般貨物自動車運送事業等における運賃及び料金について
（平成29年8月4日付け国自貨第59号）（抄）

１．運賃
貨物運送事業における「運賃」とは、貨物の場所的移動に対する対価をいう。なお、貨物の積付けであっ

て、シート、ロープなど通常貨物運送事業を行う者（以下「貨物運送事業者」という。）が備えている積付
用品による作業への対価を含むものとする。

２．料金
貨物運送事業における「料金」とは、（１）及び（２）のとおりとする。

（１）貨物運送事業者が受託する運送以外の役務に対する対価であって以下①～③に掲げるもの。
①積込料又は取卸料

貨物の発地又は着地において、荷送人又は荷受人の依頼により、貨物運送事業者が行う貨物の車両へ
の積込み又は車両からの取卸し（貨物の積付けであって、シート、ロープなど通常貨物運送事業者が
備えている積付用品による作業を除く。）に対する対価

②待機時間料
車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により貨物運送事業者が待機した時間
（荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取卸し又は附帯業務を行う場合における待機した時間を
含む。）に対する対価

③附帯業務料
荷送人又は荷受人の依頼により、貨物運送事業者が行う品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷

造り、仕分、保管、検収及び検品、横持ち及び縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他の貨物運
送事業に附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務に対する対価

（２）深夜・早朝配送等の特別な費用が発生する輸送により増加する費用を賄うために収受するためのもの。



運送契約の書面化

【物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン】（抄）
１．発荷主事業者・着荷主事業者に共通する取組事項
（1）実施が必要な事項
①運送契約の書面化
運送契約は書面又はメール等の電磁的方法を原則とする。

4.物流事業者の取組事項
（1)実施が必要な事項
③運送契約の書面化
運送契約は書面又はメール等の電磁的方法を原則とする。

契約の書面化により期待される効果
① 事前に運送条件を確認することで、輸送形態や発着時間等が明確化され、過労運転等のコン

プライアンス違反を防止することができる。
② 運送条件等を記録しておくことで、事故等が起こった際に事後的に契約内容を確認すること

ができる。
③ 契約にない附帯業務の防止等、現場でのトラブルを回避することができる。
④ 事前に積込・取卸料や附帯業務料等を明確にすることで適正な運賃・料金を収受することが

できる。

➢ 近畿運輸局公式YouTubeチャンネルに、『トラック運送の適正取引セミナー』（令和５年
2月28日）の動画がアップロードされており、この中で、「トラック運送業における書面
化推進ガイドライン」などの説明もなされております。是非、ご視聴ください。
※通信に係る費用はご視聴様のご負担となります。





異常気象時における措置の目安

【物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン】（抄）
１．発荷主事業者・着荷主事業者に共通する取組事項
（1）実施が必要な事項
⑩異常気象時等の運行の中止・中断等
台風、豪雨、豪雪等の異常気象が発生した際やその発生が見込まれる際には、無理な運送依頼を行わない。また、運転者等

の安全を確保するため、運行の中止・中断等が必要と物流事業者が判断した場合は、その判断を尊重する。



官民物流標準化懇談会 第１２回「パレット標準化推進分科会」の開催について

(R6.3.13)

• デジタル技術の社会実装が急速に進みつつある中、時機を逸せず集中的に物流産業における標準化を
推進するため、令和３年６月１７日に「官民物流標準化懇談会」を設置。

• 第１回懇談会での議論を受けて、懇談会の下で個別の標準化テーマごとの議論を進めるため、まずは
先行的に物流機器（パレット等）の標準化について検討する「パレット標準化推進分科会」を設置し、
令和３年９月から計１１回の会議を開催。パレットの標準化の具体的在り方について更に議論・検討
を進めるため、第12回分科会を開催。

国土交通省HP：https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/seisakutokatsu_tk_000070.html

《最終とりまとめ（案）より一部抜粋》

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/seisakutokatsu_tk_000070.html






パレットの適正な管理・循環に向けた啓発ポスター



5.「物流の2024年問題」に関する政策等の動き





① 荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減
（荷待ち、荷役時間の削減等）に向けた規制的
措置等の導入

② 納品期限（3分の1ルール、短いリードタイム）、
物流コスト込み取引価格等の見直し

③ 物流産業における多重下請構造の是正に向け
た規制的措置等の導入

④ 荷主・元請の監視の強化、結果の公表、継続
的なフォロー及びそのための体制強化
（トラックGメン（仮称））

⑤ 物流の担い手の賃⾦⽔準向上等に向けた適正運賃
収受・価格転嫁円滑化等の取組み

⑥ トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底

１．具体的な施策 （１）商慣行の見直し

出典：トラック輸送状況の実態調査(R2)

荷待ち・荷役
3時間超

● 物流の適正化・生産性向上を図るため、荷主企業、物流事業者（運送・倉庫等）の双方において
非効率な商慣行を見直す。

荷待ちがある1運行の平均拘束時間と内訳



① 荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減【農水省、経産省、国交省等】

１．具体的な施策 （１）商慣行の見直し❶

待機時間、荷役時間の削減等を通じてトラックドライバーの労働時間を削減するとともに、納品回数の減少等を
通じた総輸送需要の抑制や物量の平準化により効率的な物流を実現するため、発荷主企業、物流事業者、着
荷主企業が連携・協働して、改善を図る必要がある。このため、事業規模や貨物特性といった事情を勘案しつつ、
それぞれの事業者に対して、物流負荷の軽減に向けた計画作成や実施状況の報告を求めるとともに、取組みが
不十分な事業者に対して、勧告、命令等を行う規制的措置等の導入等に向けて取り組む。
この規制的措置の導入を前提として、物流の適正化・生産性向上に向けて荷主企業・物流事業者が取り組む
べき事項（ガイドライン）を示し、これに則して大手の荷主企業・物流事業者が業界・分野別に「自主行動計
画」を作成し、今年度中に前倒しで実施することを図るとともに、運送契約に含まれる荷待ち・荷役等の範囲を明
確化し、正当な対価の収受を促進する。

食品を製造した日から賞味期限までの期間の3分の1の間に納品が求められる商慣行（3分の1ルール）が存
在しており、現在その見直しを進める過程で納品期限が3分の1のものと2分の1のものが混在し、物流及び在庫
管理を複雑化させている。また、特に日販品で受発注後翌日納品を求める短いリードタイムが主流となっており、
トラックの夜間運転や倉庫の夜間作業などをもたらしている。こうした3分の1ルールや短いリードタイム等食品物流
の商慣行の見直しについて、官民で構成する協議会等の場を通じて食品事業者に対して働きかけを行う。
これら商慣行の見直しについて、上記①と同様、ガイドラインの提示や自主行動計画の作成等により、今年度
中に荷主企業が前倒しで実施することを図る。
また、繁忙期を避けた発注やその大ロット化、パレチゼーション等、物流効率化を意識した商取引が進められるよ
う、物流サービスや需給状況に応じて価格を変動させる「メニュープライシング」や「ダイナミックプライシング」の取組
み等、商取引における物流コストの見える化の推進に向けて取り組む。

② 納品期限、物流コスト込み取引価格等の見直し【農水省、経産省、消費者庁】

【※下線部分については今年中に実行】



④ トラックＧメン（仮称）の設置等【国交省、厚労省】

１．具体的な施策 （１）商慣行の見直し❷

「トラックＧメン（仮称）」を設置し、発荷主企業のみならず、着荷主企業も含め、適正な取引を
阻害する疑いのある荷主企業・元請事業者の監視を強化する。
また、当該Ｇメンによる調査結果を貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号。以下「トラッ
ク法」という。）に基づく荷主企業・元請事業者への「働きかけ」「要請」等に活用し、実効性を確保
する。
加えて、自動車運転者の健康と労働条件を確保するため、自家用自動車により自社の貨物を輸
送する事業者についても、労働基準法や改善基準告示の遵守の徹底を図る。

③ 物流産業における多重下請構造の是正【国交省】

多重下請構造にあるトラック事業において、実運送事業者の適正な運賃の確保による賃⾦⽔準の
向上等を実現するため、元請事業者等が実運送事業者を把握できるよう、台帳作成等に係る規制
的措置の導入等に向けて取り組む。
この規制的措置の導入を前提として、上記①と同様、ガイドラインの提示や自主行動計画の作成

等により、今年度中に大手の荷主企業・元請運送事業者が前倒しで実施することを図る。
また、トラック事業に係る必要な安全規制の見直しを図るとともに、悪質な事業者が利益を得ると
いったモラルハザードを生じさせないよう、法令遵守への意識が低く、悪質な法令違反が常態化してい
ると認められるトラック事業者に対し、強力かつ重点的に改善を促す観点から、適正化実施機関が行
う巡回指導の強化に伴い、国の監査体制を充実させ、悪質事業者に対する監査を強力に実施する。

【※下線部分については今年中に実行】



１．具体的な施策 （１）商慣行の見直し❸

トラック事業、内航海運業及び倉庫業に係る燃料等の価格上昇分を反映した適正な運賃・料⾦収受に関する周知及び法
令に基づく働きかけ等を実施する。また、トラック事業者をはじめとする物流事業者は荷主企業に対する交渉力が弱く、コストに
見合った適正な運賃・料⾦が収受できていないことから、取引環境の適正化を強力に推進する。また、運賃・料⾦が消費者
向けの送料に適正に転嫁・反映されるべきという観点から、「送料無料」表示の見直しに取り組む。
労務費を含めた、適切な価格転嫁の実現を図るため、下請Ｇメンによるヒアリング結果を踏まえた自主行動計画の改定・徹
底や、価格交渉促進月間の結果に基づく情報公開と指導・助言などに、関係省庁でより一層連携して取り組む。
特に、トラック運送業については、依然として荷主企業起因の長時間の荷待ちや、運賃・料⾦の不当な据え置き等が十分に
解消されていないことを踏まえ、トラック法に基づく荷主企業等への「働きかけ」「要請」及び「標準的な運賃」の制度について、
延長等所要の対応を検討する必要がある。また、適正運賃の収受を確保するため、契約の電子化・書面化を図る規制的措
置の導入等に向けて取り組む。労働条件の改善と取引環境の適正化を図るため、国土交通省、公正取引委員会、経済産
業省、農林⽔産省、厚生労働省等の関係省庁でより一層緊密に連携し、トラック法に基づく荷主企業等への「働きかけ」「要
請」等を徹底する。
上記④及び⑤に掲げた適正な運賃収受・価格転嫁の円滑化やトラック法に基づく荷主企業等への要請の強化、情報公開
等の措置の具体的内容について、今年中に成案を得る。

⑤ 担い手の賃金水準向上等に向けた適正運賃収受・価格転嫁円滑化等
【国交省、経産省、公取委、農水省、厚労省、消費者庁】

トラック法に基づく「標準的な運賃」について、荷主企業等への周知・徹底を強化するとともに、荷待ち・荷役に係る費用、
燃料高騰分、下請けに発注する際の手数料等も含めて、荷主企業等に適正に転嫁できるよう、今年中に、「標準運送約
款」や「標準的な運賃」について所要の見直しを図る。
また、新たに設置する「トラックG メン（仮称）」により、「標準的な運賃」の活用状況についての監視を強化し、その調査
結果や下請振興法に基づく指導・助言も活用して、適正な取引を阻害する疑いがある荷主企業等に対してはトラック法に
基づく「働きかけ」「要請」等を行うことにより、「標準的な運賃」制度の実効性を確保し、適正な運賃収受を実現する。

⑥ トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底【国交省】

【※下線部分については今年中に実行】



１．具体的な施策 （２）物流の効率化

● 物流GX・DX・標準化等により、新技術も活用しつつハード・ソフト両面で物流を効率化する。

① 即効性のある設備投資の促進
（バース予約システム、フォークリフト導入、自動化・機械化等）

② 「物流GX」の推進
（鉄道・内航海運の輸送力増強等によるモーダルシフト、
車両・船舶・物流施設・港湾等の脱炭素化等）

③ 「物流DX」の推進
（自動運転、ドローン物流、自動配送ロボット、港湾AIターミナル、
サイバーポート、フィジカルインターネット等）

④ 「物流標準化」の推進（パレットやコンテナの規格統一化等）

⑤ 道路・港湾等の物流拠点に係る機能強化・土地利用
最適化や物流ネットワークの形成支援

⑥ 高速道路のトラック速度規制（80km/h）の引上げ

⑦ 労働生産性向上に向けた利用しやすい高速道路料金
の実現

⑧ 特殊車両通行制度に関する見直し・利便性向上

⑨ ダブル連結トラックの導入促進

⑩ 貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し

⑪ 地域物流等における共同輸配送の促進

EVトラック 太陽光発電

自動フォークリフト自動運転求貨・求車システム

モーダルシフト

「物流GX」の例

「物流DX」の例

⑫ 軽トラック事業の適正運営や輸送の安全確保に向けた
荷主・元請事業者等を通じた取組強化

⑬ 女性や若者等の多様な人材の活用・育成



１．具体的な施策 （３）荷主・消費者の行動変容

● 荷主企業や消費者の意識改革・行動変容に向けて、広報活動にとどまらず、新たな仕組みの導入を
含めて取り組む。

① 荷主の経営者層の意識改革・行動変容を促す
規制的措置等の導入

② 荷主・物流事業者の物流改善を評価・公表
する仕組みの創設

③ 消費者の意識改革・行動変容を促す取組み

④ 再配達削減に向けた取組み（再配達率
「半減」に向けた対策含む）

⑤ 物流に係る広報の推進

○物流危機に対して問題意識を持っているか

○物流危機対策の取組を実施しているか

出典：第７回持続可能な物流の実現に向けた検討会資料

荷主企業・物流事業者の問題意識と取組状況



２．施策の効果（2024年度分）

※ 2030年度分についても、2023年内に中長期計画を策定

： 4.5ポイント
： 6.3ポイント
： 0.5ポイント
： 3.0ポイント

・ 荷待ち・荷役の削減
・ 積載効率の向上
・ モーダルシフト
・ 再配達削減

3時間 → 2時間×達成率3割
38％ → 50％ ×達成率2割
3.5億トン → 3.6億トン
12％ → 6％

（施策なし） （施策あり） （効果）

合計： 14.3ポイント

３．当面の進め方

・ 通常国会での法制化も含めた規制的措置の具体化

・ トラック輸送に係る契約内容の見直しに向けた「標準運送約款」「標準的な運賃」
の改正等

・ 再配達率「半減」に向けた対策
・ 2024年度に向けた業界・分野別の自主行動計画の作成・公表
・ 2030年度に向けた政府の中長期計画の策定・公表

・ 2024年における規制的措置の具体化を前提としたガイドラインの作成・公表等

2024年初

2023年末

速やかに

2024年初

政策パッケージ
全体の

フォローアップ



物流の適正化・生産性向上に向けた
荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン（概要）

（１）実施が必要な事項
・荷待ち時間・荷役作業等に係る時間の把握
・荷待ち・荷役作業等時間
2時間以内ルール/1時間以内努力目標

１．発荷主事業者・着荷主事業者に共通する取組事項

・物流管理統括者の選定
・物流の改善提案と協力
・運送契約の書面化 等

（２）実施することが推奨される事項
・予約受付システムの導入
・パレット等の活用
・検品の効率化・検品⽔準の適正化

・物流システムや資機材(パレット等)の標準化
・共同輸配送の推進等による積載率の向上
・荷役作業時の安全対策 等

（１）実施が必要な事項
・出荷に合わせた生産・荷造り等

２．発荷主事業者としての取組事項

・運送を考慮した出荷予定時刻の設定

（２）実施することが推奨される事項
・出荷情報等の事前提供
・物流コストの可視化

・発送量の適正化 等

（１）実施が必要な事項
・納品リードタイムの確保

3．着荷主事業者としての取組事項

（２）実施することが推奨される事項
・発注の適正化 ・巡回集荷(ミルクラン方式) 等

（１）実施が必要な事項
〇共通事項
・業務時間の把握・分析
・長時間労働の抑制
・運送契約の書面化 等

4．物流事業者の取組事項

〇個別事項（運送モード等に応じた事項）
・荷待ち時間や荷役作業等の実態の把握
・トラック運送業における多重下請構造の是正
・「標準的な運賃」の積極的な活用

（２）実施することが推奨される事項
〇共通事項
・物流システムや資機材(パレット等)
の標準化
・賃⾦⽔準向上

〇個別事項（運送モード等に応じた事項）
・倉庫内業務の効率化
・モーダルシフト、モーダルコンビネーションの促進
・作業負荷軽減等による労働環境の改善 等

5．業界特性に応じた独自の取組

業界特性に応じて、代替となる取組や合意した事項を設定して実施する。



● 物流産業を魅力ある職場とするため、働き方改革に関する法律が来年4月から適用される一方、物流
の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。何も対策を講じなければ、2024年度には14％、2030年
度には34％の輸送力不足の可能性。このため、本年6月に「物流革新に向けた政策パッケージ」を策定。

● 今般、2024年が迫る中、賃上げや人材確保など、早期に具体的な成果が得られるよう可及的速やか
に各種施策に着手するとともに、2030年度の輸送力不足の解消に向け可能な施策の前倒しを図るべく、
以下の事項について、必要な予算の確保も含め緊急的に取り組むこととする。

● この他、中長期計画の策定など、政策パッケージの施策を着実に実施し、進捗の管理を行う。

物流革新緊急パッケージのポイント

「緊急パッケージ」の構成輸送力不足の見通し（対策を講じない場合）

１．物流の効率化

２．荷主・消費者の行動変容

３．商慣行の見直し

令和 5年１０月６日
我が国の物流の革新に
関する関係閣僚会議



１．物流の効率化（１）

○ 即効性のある設備投資・物流DXの推進

○ モーダルシフトの推進

物流施設の自動化・機械化の推進
自動運転トラックを対象とした
路車協調システム等の実証実験

港湾物流手続等の電子化の推進
(サイバーポート)

鉄道、内航海運の輸送量・分担率を増強 コンテナ大型化の推進

31ft

40ft

１０年程度
倍増

車両検知センサ収集

路側処理装置生成

提供

路車間通信

落下物情報

車載センサや道路管理者が把握
した路上の落下物情報を提供

工事規制情報
工事規制の位置、閉塞車線
等を提供

合流支援情報

本線の交通情報（車線別の車両
位置・速度等）を合流車両に提供

車両検知センサ収集

路側処理装置生成

提供

路車間通信

落下物情報

車載センサや道路管理者が把握
した路上の落下物情報を提供

工事規制情報
工事規制の位置、閉塞車線
等を提供

合流支援情報

本線の交通情報（車線別の車両
位置・速度等）を合流車両に提供

車両検知センサ

路側処理装置 合流支援情報

落下物情報

工事規制情報

車両検知センサ収集

路側処理装置生成

提供

路車間通信

落下物情報

車載センサや道路管理者が把握
した路上の落下物情報を提供

工事規制情報
工事規制の位置、閉塞車線
等を提供

合流支援情報

本線の交通情報（車線別の車両
位置・速度等）を合流車両に提供

路車間通信

【自動フォークリフト】 【AGV・ピッキングロボット】 【関係者間でデータ連携し、物流手続を効率化】



○ トラック運転手の労働負担の軽減、担い手の多様化の推進

○ 物流拠点の機能強化や物流ネットワークの形成支援

○ 標準仕様のパレット導入や物流データの標準化・連携の促進
○ 燃油価格高騰等を踏まえた物流GXの推進（物流拠点の脱炭素化、車両のEV化等）
○ 高速道路料⾦の大口・多頻度割引の拡充措置の継続
○ 道路情報の電子化の推進等による特殊車両通行制度の利便性向上

テールゲートリフター等、
荷役作業の負担軽減に資する機器等の導入強化

１．物流の効率化（２）

農産品等の流通網の強化
高規格道路整備等による物流ネットワークの強化や

SA・PAにおける大型車駐車マスの拡充等
モーダルシフト等に対応するための

港湾施設の整備等

大型・けん引免許取得等のトラック運転手のスキルアップ支援



○ 宅配の再配達率の半減に向けた緊急的な取組

○ 政府広報やメディアを通じた意識改革・行動変容の促進強化

２．荷主・消費者の行動変容

３．商慣行の見直し

○ トラックGメンによる荷主・元請事業者の監視体制の強化 (「集中監視月間」（11～12月）の創設)

○ 現下の物価動向の反映や荷待ち・荷役の対価等の加算による「標準的な運賃」の引き上げ（年内に
対応予定）

・燃料価格等の高騰の状況を踏まえ、運賃表を見直すとともに、荷待ち・荷役作業等の輸送以外のサービスの対価や
下請に発注する際の手数料の⽔準を提示して、引き上げ

○ 適正な運賃の収受、賃上げ等に向け、次期通常国会での法制化を推進
・大手荷主・物流事業者の荷待ちや荷役時間の短縮に向けた計画作成の義務付け、主務大臣による指導・勧告・命令等
・大手荷主に対する物流経営責任者の選任の義務付け
・トラック事業における多重下請け構造の是正に向け下請状況を明らかにする実運送体制管理簿の作成、
契約時の（電子）書面交付の義務付け

【ゆとりある配送日時の指定
等】

12%

【消費者が受取方法等を選択】 【コンビニ受取等
柔軟な受取方法】

【ポイント還元】 【再配達率を半減】

6%目標

ポイント還元を通じた消費者の行動変容を促す仕組みの社会実装に向けた実証事業

【消費者の行動変容を促す仕組み】





















ご案内・事前登録フォーム

「トラック物流の2024問題」に関する情報提供の
ため、国土交通省では、オンライン説明会を毎月実施
しており、今月は以下の日程で行います。

説明会では、参加者の 問題意識・ご質問にお答えし
ますので、事前登録の際にご記入ください。

「トラック物流2024年問題」
に関するオンライン説明会のお知らせ

令和6年5月24日(金) 10:00,15:00（同日２回開催）
https://forms.office.com/r/YEein1M0gv

トラック物流の2024年問題とは？

しかし、問題の本質は、労働環境が過酷なことによる長期的なドライバー不足。

問題解決には、発着荷主企業の皆さんのご理解、ご協力が必要です。

【2024年問題の物流への影響】具体的な対応を行わなかった場合、
2024年度には輸送能力が約14%（4億トン相当）不足する可能性あり。
2030年度には輸送能力が約34%（9億トン相当）不足する可能性あり。

2024年4月以降、トラックドライバーの残業時間が「年960時間まで」に制限され、

それ以上残業して貨物が運べなくなる＝運べる貨物が減るという懸念のこと。

（会議参加用URLは前日に各参加者あてお送りします（事前登録用ページにも表示します。）。）

制度改正
の内容

トラック荷主特別対策室



【お願い①】違反原因行為の防止に向けた対応

「違反原因行為」はトラックドライバーに無理をさせ、過労運転、
スピード違反、過積載などの原因になる行為です。
「ちょっと頼むよ」という何気ない一言が引き金になることを、社内
で周知いただきたいと思います。
更に「運賃を不当に低く据え置くこと」「契約にない作業(附帯
業務)」をさせることも違反原因行為になり得ます。

【お願い②】運賃交渉への誠意を持った対応
トラック運送事業者が事業を継続するためには、適正に人材の確保、設備（トラック等）の適切な更新、
燃料費の回収を行う必要があります。
トラック運送事業者が収入を得る手段は運送の対価である「運賃」、荷積み・荷下ろし、その他作業の対価
である「料金」のため、それらへの適切なコストの転嫁が必要です。

国は「標準的な運賃・料金」を定め告示し、更に運輸局は、これを携えて荷主企業に交渉に行くよう、
トラック運送事業者の背中を押しています。交渉には、是非誠意を持った対応をお願いします。

標準的な運賃・料金（中国運輸局ブロック）

違反原因行為の発生割合

内閣官房及び公正取引委員会 は連名で以下の指針を策定・公表しました。

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（R5.11.29)

【行動①：本社（経営トップ）の関与】

【行動③：説明・資料を求める場合は公表資料※とすること】

【行動⑤：要請があれば協議のテーブルにつくこと】

【行動②：発注者側からの定期的な協議の実施】

【行動④：サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと】

【行動⑥：必要に応じ考え方を提案すること】

発注者として採るべき行動／求められる行動

発注者・受注者の双方が採るべき行動／求められる行動

【行動①：定期的なコミュニケーション】 【行動②：交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管】

※運賃交渉にあたっては「標準的な運賃・料金」が公表資料にあたります。

なお、発注者が本指針に記載の採るべき行動／求められる行動に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害す
るおそれがある場合には、公正取引委員会において独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正に対処していく。とされています。

Ⅰ 距離制運賃表 （単位：円） Ⅱ 時間制運賃表

種別
小型車

（2tクラス）
中型車

（4tクラス）
大型車

（10tクラス）
トレーラー

（20tクラス）

基
礎
額

８時間制
基礎走行キロ
小型車は100km、小型車以外のもの130km

34,740 41,760 55,200 70,430

４時間制
基礎走行キロ
小型車は50km、小型車以外のもの60km

20,840 25,060 33,120 42,260

加
算
額

基礎走行キロを超える場合は、10kmを増すごとに 340 410 630 920

基礎作業時間を超える場合は、１時間を増すごとに(４
時間制の場合であって、午前から午後にわたる場合は、
正午から起算した時間により加算額を計算する。)

3,060 3,210 3,450 4,060

（単位：円）

Ⅴ 待機時間料

（略）

種 別
小型車

（2tクラス）
中型車

（4tクラス）
大型車

（10tクラス）
トレーラー

（20tクラス）

30分を超える場合において30分までごとに発生する金額 1,680 1,760 1,890 2,220

Ⅳに定める積込料・取卸料の適用時間と併せて２時間を超える場
合において30分までごとに発生する金額

2,010 2,110 2,270 2,670

Ⅵ積込料・取卸料、附帯業務料

【積込料・取卸料】

（単位：円）

（単位：円）

種 別
小型車
(2tクラス)

中型車
(4tクラス)

大型車
(10tクラス)

トレーラー
(20tクラス)

30分までごとに発生する金額

フォークリフト又はトラック搭載
型クレーンを使用した場合

2,080 2,180 2,340 2,750

手摘みの場合 2,000 2,100 2,260 2,650

Ⅴに定める待機時間料の適用時
間と併せて２時間を超える場合に
おいて30分までごとに発生する金
額

フォークリフト又はトラック搭載
型クレーンを使用した場合

2,490 2,610 2,810 3,300

手摘みの場合 2,400 2,520 2,710 3,180

【附帯業務料】 附帯業務を行った場合には、運賃とは別に実費として収受
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